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第1章　信書便事業の概況

1 「信書」とは

「信書」とは、はがきや手紙のように、特定の

受取人に対して、差し出した人の意思を表示した

り、事実を通知する文書をいいます（郵便法第４

条第２項）。

はがきや手紙のほかにも、請求書や契約書、招

待状、証明書、一部のダイレクトメールなども、

特定の受取人に対し内容を伝えるために送付する

場合は「信書」に該当します。

「信書」は通信手段であり、憲法が保障する通

信の秘密を保護する必要があることから、「信書」

についての秘密を侵すことは禁止されています。

また、他人の「信書」の送達の事業は、郵便事業

株式会社と信書便事業者のみが行うことができ、

宅配便やメール便で「信書」の送付を行うことは

禁止されています（P25参照）。

なお、信書便法では、「信書」そのものだけで

はなく、信書の包装及びその包装に封入される信

書以外の物を含めた「信書便物」を単位として、

様々な取扱いを定めています。

第1節
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第1章　信書便事業の概況

2 信書便法の目的

信書便法は、「民間事業者による信書の送達の

事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営

を確保するための措置を講ずることにより、郵便

法と相まって、信書の送達の役務について、あま

ねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機

会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資す

る」ことを目的とされています。

3 信書便事業の類型

信書便事業には２つの類型があります。

（1）一般信書便事業

「一般信書便事業」とは、「信書便の役務を

他人の需要に応ずるために提供する事業であっ

て、その提供する信書便の役務のうちに一般信

書便役務を含むもの」です。

「一般信書便役務」とは、長さ、幅及び厚さ

がそれぞれ40cm以下、30cm以下及び３cm以下

であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を国

内において差し出された日から原則３日以内に

送達する信書便の役務です。

一般信書便事業を営む許可を受けた一般信書

便事業者は、一般信書便役務を必ず提供しなけ

ればなりませんが、他の信書便役務については

任意に提供することができます。例えば、長さ

が40cmを超える信書を送達日数の制限を設けず

に送達する役務を提供することや、特定信書便

事業の取り扱う長さ、幅及び厚さの合計が90cm

を超える信書を送達する役務も提供できます。

もちろん、一般信書便役務のみを提供すること

でもかまいません。

これは、従来、国家独占とされてきた信書の

送達の事業に競争原理を導入することにより、

利用者の選択肢を拡大し、その利便の向上を図

ることを目指すとともに、引き続き、信書の送

達の役務の日本全国におけるあまねく公平な提

供（ユニバーサルサービスの提供）を確保する

ため、これに支障のない範囲で信書の送達の事

業への民間事業者の参入を認めるという趣旨を

定めたものです。

（2）特定信書便事業

「特定信書便事業」とは、次のいずれかに該

当する信書便の役務のみを他人の需要に応ずる

ために提供する事業です。

q 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、

又は重量が４kgを超える信書便物を送達す

るもの（以下「１号役務」といいます。）。

w 信書便物が差し出された時から３時間以

内に当該信書便物を送達するもの（以下

「２号役務」といいます。）。

e 料金の額が1,000円を下回らない範囲内に

おいて総務省令で定める額を超えるもの

（以下「３号役務」といいます。）。



本 編　5

第

1

章

第

2

章

資

料

編

コ

ラ

ム



本 編　6

第1章　信書便事業の概況

4 主な信書便サービス

現在、信書便事業者が提供している主なサービスをご紹介します。

（1）巡回集配サービス

■対象信書の例：通知文書、依頼文書、指示文書

一定のルートを巡回して、各地点で信書便物を順次引き受け、配達するサービスです。自治体（本庁、

出張所、学校、図書館ほか）、企業（本社、支社間ほか）や、大学（キャンパス間ほか）などで利用されて

います。
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第1章　信書便事業の概況

■対象信書の例：通知文書、指示文書、請求書

一定のルートを定期的に運行して、各地点で信

書便物を順次引き受け、配達するサービスです。

企業の内部（本社から支社、支社から営業所ほか）

や、企業間（取引先間ほか）などで利用されてい

ます。

（2）定期集配サービス

【通知】○○について

平素より・・・

さて、○○については、

・・・
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■対象信書の例：請求書、領収書、見積書

請求書や領収書などの信書便物について、比較

的近い距離や限定された区域内を急送するサービ

スです。引き受けた配送員がそのまま直接配達す

る方法と、ハブ機能をもたせた営業所を経由して

運びつなぐ方法があります。

（3）ビジネス文書の急送サービス
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■対象信書の例：慶弔メッセージ

お祝いやお悔やみといったメッセージをインターネットや電話、FAXで受け付けた後、配達先に比較的

近い地域でメッセージカードを印刷し、そのカードを装飾が施された台紙やぬいぐるみなどと一緒に配達

するサービスです。

（4）メッセージカードの配達サービス
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1 参入事業者数と役務の種類別提供者数の

推移

一般信書便事業への参入はないものの、特定信

書便事業への参入は増加を続けており、平成20年

度末時点で283者となっています。

役務別に見ると、１号役務を提供する事業者の

増加が目立ち、１号役務と３号役務を提供する事

業者の割合が多くなっています。このうち１号役

務については、地方公共団体における公文書集配

業務の受託を見込む参入事業者が多いことが割合

の多くなっている理由の１つと考えられます。

（公文書集配業務の信書便事業者への委託状況は、

22ページをご参照ください。）

第2節

信書便事業の現況

■ 図表1 事業者数及び役務の種類別提供者数の推移
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2 参入事業者の法人形態、規模、主たる事業

信書便事業者における法人の形態は、株式会社

が最も多く、昨年度から19者増えて195者となっ

ています。次いで特例有限会社の43者、協同組合

の23者です。

また、会社形態の参入事業者を資本金規模別に

見ると、３千万円未満が全体の６割を、その中でも

１千万円未満が約16％を占めており、個人事業主な

どの存在をあわせ考えると、小規模な事業者による

参入も比較的容易であるとみることができます。

■ 図表2 参入事業者の法人形態

■ 図表3 会社形態の参入事業者の資本金規模（平成20年度末時点）
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参入事業者283者が行う主たる事業をみると、

貨物運送業（荷物の宅配サービスが代表的なもの

です）が222者（約78％）と大多数を占め、次い

で警備業７者（約２％）、障がい者福祉事業７者

（約２％）の順となっており、信書送達業に特化し

ているのは２者のみです。概して、会社全体の売

上高のうち信書送達業の占める割合は少ない状態

です。

■ 図表4 参入事業者が営む主たる事業（平成20年度末時点）

事業者数業 種

貨物運送業

警備業

障がい者福祉事業

電気通信サービス業

廃棄物処理業

ビルメンテナンス業

旅客運送業

製造業

※283者のうち個人事業者は10者

222

7

7

5

5

4

3

3

事業者数業 種

電気機械器具小売業

信書送達業

不動産業

建設業（造園工事）

教育、学習支援業

その他卸売・小売業

その他サービス業

計

3

2

2

1

1

4

14

283 ※
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3 本社所在地別の参入状況

参入事業者の本社所在地別の内訳については、

関東（約30％）・近畿（約20％）・九州（約17％）

に本社を置く事業者が比較的多くみられます。

■ 図表5 本社所在地別事業者数及び役務別提供者数（平成20年度末時点）
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■ 図表6 役務別引受通数の推移

4 引受通数の推移等

事業者数の増加にあわせて引受通数も伸びてお

り、平成20年度においては全体で約425万通（対

前年度比約1.1倍）となり、そのうちの約３分の２

を１号役務が占めています。

役務別に見ると、引受通数のうち、１号役務は

約277万通、次いで３号役務が約104万通、２号役

務は約45万通となっています。
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5 売上高の推移

引受通数の増加にあわせて売上高も伸びてお

り、平成20年度においては全体で約35億円（対前

年度比約1.2倍）となりました。

役務別に見ると、売上高総額のうち、１号役務

は約18億円（約52％）、次いで３号役務が約15億円

（約44％）、２号役務は約１億円（約３％）となっ

ています。

■ 図表7 役務別売上高の推移
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